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　第18回国民文化祭・やまがた2003山形県実施本部設置規程を次のように定める。

　　平成15年７月１日

山　　形　　県　　知　　事　　髙　　　橋　　　和　　　雄

山 形 県 企 業 管 理 者　　細　　　野　　　武　　　司

山 形 県 病 院 事 業 管 理 者　　横　　　山　　　紘　　　一

山　形　県　議　会　議　長　　松　　　浦　　　安　　　雄

山 形 県 教 育 委 員 会 委 員 長　　安　孫　子　　　　　　　博

山形県選挙管理委員会委員長　　安　　　部　　　　　　　敏

山 形 県 代 表 監 査 委 員　　櫻　　　井　　　　　　　薫

山 形 県 人 事 委 員 会 委 員 長　　古　　　澤　　　茂　　　堂

　　　第18回国民文化祭・やまがた2003山形県実施本部設置規程

　（設置）

第１条　第18回国民文化祭・やまがた2003に関する事務を円滑に処理するため、第18回国民文化祭・やまがた2003

山形県実施本部（以下「実施本部」という｡）を設置する。

　（組織及び所掌事務）

第２条　実施本部に別表第１の左欄に掲げる部を置き、その所掌事務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとす

(毎週火・金曜日発行)

共同訓令第１号
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る。

２　別表第２の左欄に掲げる部に同表の中欄に掲げる班を置き、その所掌事務は、それぞれ同表の右欄に掲げると

おりとする。

　（本部長、副本部長及び本部付）

第３条　実施本部に本部長、副本部長及び本部付を置く。

２　本部長は、知事をもって充てる。

３　副本部長は、副知事、出納長、企業管理者、病院事業管理者及び教育長をもって充てる。

４　本部付は、別表第３に掲げる職にある者をもって充てる。

５　本部長は、実施本部に関する事務を統括する。

６　副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、本部長があらかじめ定める順位により、その職務

を代理する。

７　本部付は、実施本部の連絡調整に関する事項その他特に命じられた事項を処理する。

　（部長及び副部長）

第４条　部に部長及び副部長を置く。

２　部長及び副部長は、別表第４の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる職にある者をもって充

てる。

３　部長は、上司の命を受け、部内の業務を掌理する。

４　副部長は、上司の命を受け、部長を補佐する。

　（班長、副班長及び班員）

第５条　班に班長、副班長及び班員を置く。

２　班長及び副班長は、別表第５の左欄に掲げる部の同表の中欄に掲げる役職の区分に応じ、それぞれ同表の右欄

に掲げる職にある者をもって充てる。

３　班員は、班長又は副班長の役職にある者と同一の課、室又は出先機関（総合支庁にあっては課）に所属する職

員をもって充てる。

４　班長は、上司の命を受け、班の業務を掌理する。

５　副班長は、上司の命を受け、班長を補佐し、班の業務を整理する。

６　班員は、上司の命を受け、班の業務に従事する。

７　本部長は、実施本部の事務を処理するため必要があると認めるときは、第３項の規定にかかわらず、同項に規

定する職員以外の者を実施本部の事務に従事させ、又は一の部若しくは班の職員を他の部若しくは班の事務に従

事させることができる。

　（本部長への委任）

第６条　この訓令に定めるもののほか、実施本部の組織及び運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

　（併任の発令）

第７条　知事の事務部局の職員以外の者（教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する学校以外の教育機関

の職員を除く｡）で実施本部の本部付、班長、副班長及び班員に充てられたものにあっては、知事の事務部局の

職員に併任されたものとする。

　　　附　則

１　この訓令は、公布の日から施行する。

２　この訓令は、平成15年10月31日限り、その効力を失う。
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別表第１

別表第２

　　　　　所 掌 事 務　　　　　　　部 名　　

１　実施本部の業務の総括及び各部との連絡調整に関すること。

２　実施本部に係る従事計画の総合調整に関すること。

３　関係機関、関係団体等との連絡調整に関すること。

４　広報に関すること。

５　招待者等の接遇に関すること。

６　食品衛生、環境衛生等に関すること。

７　記録写真等に関すること。

８　その他他部の所掌に属さない事項に関すること。

事 業 調 整 部

１　海外からの出演団体に関すること。

２　総合案内所の運営に関すること。

総 合 案 内 部

　オープニングパレードの実施運営に関すること。オ ー プ ニ ン グ パ レ ー ド 部

　開会式・オープニングフェスティバルの実施運営に関すること。
開会式・オープニングフェスティバ

ル部　　　　　　　　　　　　　　

　くらしミュージアムの実施運営に関すること。く ら し ミ ュ ー ジ ア ム 部

　オペラの実施運営に関すること。オ ペ ラ 部

　閉会式・グランドフィナーレの実施運営に関すること。閉会式・グランドフィナーレ部

　　　　所 掌 事 務　　　　　　班 名　　　　部 名　　

１　実施本部の業務の総括に関すること。

２　実施本部各部との連絡調整に関すること。

３　関係機関、関係団体等との連絡調整に関すること。

４　実施本部に係る従事計画等の総合調整に関すること。

５　事業調整部の総括に関すること。

６　出演者、出演団体、招待者等の宿泊状況の把握に関す

ること。

７　広報に関すること。

８　その他他部及び部内の他班の所掌に属さない事項に

関すること。

総 務 ・ 事 業 調 整 班事 業 調 整 部

　国、都道府県、中央文化団体等からの招待者等の接遇に

関すること。

接 遇 班

１　宿泊施設、弁当調製施設及び各事業会場の食品取扱

施設における食品衛生対策及び環境衛生対策に関する

こと。

２　防疫対策に関すること。

食 品 環 境 衛 生 班

　記録写真の撮影及びデータ管理に関すること。広 報 記 録 班

１　海外からの出演団体の歓送迎及び案内に関すること。

２　海外からの出演団体のオープニングパレード出演に

関すること。

国 際 交 流 班総 合 案 内 部
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３　海外からの出演団体の市町村事業出演に関すること。

４　国際交流前夜祭に関すること。

　山形駅における総合案内所の運営に関すること。山形駅総合案内所班

　山形空港における総合案内所の運営に関すること。山形空港総合案内所班

　庄内空港における総合案内所の運営に関すること。庄内空港総合案内所班

１　オープニングパレード部の総括に関すること。

２　関係機関、関係団体等との連絡調整に関すること。

３　案内所の運営に関すること。

４　出演者及び出演団体の控室及び休憩所の管理に関す

ること。

５　迷子及び遺失物に関すること。

６　出演者、出演団体等の弁当の管理に関すること。

７　報道関係者への対応及び誘導に関すること。

８　救護所の管理及び医療救護に関すること。

９　ボランティアの業務に関すること。

10　その他部内の他班の所掌に属さない事項に関するこ

と。

総 務 班オープニングパレード部

１　招待者及び視察者の受付、接遇及び手荷物の保管に

関すること。

２　招待者控室の管理に関すること。

３　障害者の誘導等に関すること。

接 遇 班

　出演者及び出演団体の受付、案内及び誘導に関するこ

と。
出 演 団 体 班

１　一般観客の誘導に関すること。

２　一般観客へのリーフレットの配布に関すること。

会 場 整 理 Ⅰ 班

１　一般観客の会場整理に関すること。

２　パレードコースにおける雑踏整理に関すること。

会 場 整 理 Ⅱ 班

１　出演者及び出演団体のバス輸送に関すること。

２　実施本部職員のバス輸送に関すること。

３　バス乗降場における出演者及び出演団体の誘導整理

に関すること。

４　会場等における関係車両の誘導整理に関すること。

輸 送 班

１　開会式・オープニングフェスティバル部の総括に関す

ること。

２　関係機関、関係団体等との連絡調整に関すること。

３　出演者、出演団体等の弁当の管理に関すること。

４　報道関係者への対応及び誘導に関すること。

５　救護所の管理及び医療救護に関すること。

６　ボランティアの業務に関すること。

７　その他部内の他班の所掌に属さない事項に関すること。

総 務 班開会式・オープニング

フェスティバル部　　

１　招待者及び視察者の受付及び接遇に関すること。

２　招待者控室の管理に関すること。

３　行啓接遇に関すること。

接 遇 班

１　一般入場者の受付に関すること。

２　託児及び障害者の案内の受付に関すること。

３　案内所及び手荷物預かり所の運営に関すること。

４　入場者数の集計に関すること。

受 付 案 内 班
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１　出演者及び出演団体の受付、案内及び誘導に関する

こと。

２　出演者及び出演団体の控室の管理に関すること。

３　舞台進行の補助に関すること。

４　出演者及び出演団体並びに舞台スタッフとの連絡調

整に関すること。

出 演 団 体 班

１　一般入場者の会場整理及び誘導に関すること。

２　自主警備に関すること。

会場整理Ⅰ班及び会場

整理Ⅱ班　　　　　　

１　迷子、遺失物及び託児室に関すること。

２　場外仮設物の点検及び維持管理に関すること。

３　会場及びその周辺における関係車両及び一般入場者

の案内、誘導及び整理に関すること。

会 場 管 理 班

１　一般入場者及び実施本部職員のバス輸送に関するこ

と。

２　バス乗降場における一般入場者の誘導整理に関する

こと。

輸 送 班

１　くらしミュージアム部の総括に関すること。

２　関係機関、関係団体等との連絡調整に関すること。

３　出演者、出演団体、出展団体等の弁当の管理に関する

こと。

４　報道関係者への対応に関すること。

５　救護所及び託児室の管理に関すること。

６　ボランティアの業務に関すること。

７　その他部内の他班の所掌に属さない事項に関するこ

と。

総 務 班くらしミュージアム部

１　展示棟及び会議棟における出展団体との連絡調整に

関すること。

２　オープニングセレモニーに関すること。

事 業 運 営 Ⅰ 班

１　屋内共用ブース体験教室出展者の設営確認及び連絡

調整に関すること。

２　屋内共用ブース体験教室受講者への対応に関するこ

と。

３　屋内共用ステージ発表者の受付、案内及び誘導に関

すること。

４　屋内共用ステージ発表の進行管理及び演出の補助に

関すること。

事 業 運 営 Ⅱ 班

１　屋外特設ステージ発表者の受付、案内及び誘導に関

すること。

２　屋外特設ステージ発表会場来場者への対応に関する

こと。

３　屋外特設ステージ発表の進行管理及び演出の補助に

関すること。

４　閉場式に関すること。

５　シンポジウムの運営に関すること。

６　シンポジウムの講師の接遇に関すること。

事 業 運 営 Ⅲ 班

１　映画の上映に関すること。

２　映画の観客の誘導及び案内に関すること。

３　関連展示物の管理に関すること。

事 業 運 営 Ⅳ 班
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１　シャトルバスへの案内及び誘導に関すること。

２　駐車場及びシャトルバス乗降所における一般入場者

の誘導に関すること。

シャトルバス・駐車場

班　

１　会場案内及び問合せへの対応に関すること。

２　パンフレットの配布等に関すること。

３　迷子及び遺失物に関すること。

４　防災警備に関すること。

５　清掃及びごみ分別処理等に関すること。

６　入場者数の集計に関すること。

会 場 管 理 班

１　オペラ部の総括に関すること。

２　関係機関、関係団体等との連絡調整に関すること。

３　出演者、出演団体等の弁当の管理に関すること。

４　ボランティアの業務に関すること。

５　その他部内の他班の所掌に属さない事項に関するこ

と。

総 務 班オ ペ ラ 部

１　一般入場者の受付に関すること。

２　招待者の受付及び接遇に関すること。

３　会場案内に関すること。

４　手荷物預かり所の運営に関すること。

５　入場者数の集計に関すること。

受 付 案 内 班

１　出演者及び出演団体の受付、案内及び誘導に関する

こと。

２　出演者及び出演団体の控室の管理に関すること。

３　舞台進行の補助に関すること。

４　出演者及び出演団体並びに舞台スタッフとの連絡調

整に関すること。

５　会場整理に関すること。

６　迷子及び遺失物に関すること。

事 業 運 営 班

１　閉会式・グランドフィナーレ部の総括に関すること。

２　関係機関、関係団体等との連絡調整に関すること。

３　出演者、出演団体等の弁当の管理に関すること。

４　ボランティアの業務に関すること。

５　その他部内の他班の所掌に属さない事項に関するこ

と。

総 務 班閉会式・グランドフィ

ナーレ部　　　　　　

１　招待者及び視察者の受付及び接遇に関すること。

２　招待者控室の管理に関すること。

接 遇 班

１　一般入場者の受付に関すること。

２　会場案内に関すること。

３　手荷物預かり所の運営に関すること。

４　入場者数の集計に関すること。

受 付 案 内 班

１　出演者及び出演団体の受付、案内及び誘導に関する

こと。

２　出演者及び出演団体の控室の管理に関すること。

３　舞台進行の補助に関すること。

４　出演者、出演団体及び舞台スタッフとの連絡調整に

関すること。

出 演 団 体 班

一般入場者等の会場内外における誘導及び会場整理に関

すること。

会 場 整 理 班

迷子及び遺失物に関すること。会 場 管 理 班
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別表第３

危機管理監

出納局長

村山総合支庁長

最上総合支庁長

置賜総合支庁長

庄内総合支庁長

病院事業局長

議会事務局長

監査委員事務局長

人事委員会事務局長

地方労働委員会事務局長

別表第４

　備考　職名の欄に掲げる職にある者が複数あるときは、本部長が指定する者とする。

別表第５

　　　　職 名　　　　　　　　役 職 名　　　　

文化環境部長

文化環境部次長

事 業 調 整 部 長

事 業 調 整 部 副 部 長

総務部長

総務部次長

総 合 案 内 部 長

総 合 案 内 部 副 部 長

土木部長

土木部次長

オ ー プ ニ ン グ パ レ ー ド 部 長

オ ー プ ニ ン グ パ レ ー ド 部 副 部 長

健康福祉部長

健康福祉部次長

開 会 式 ・ オ ー プ ニ ン グ フ ェ ス テ ィ バ ル 部 長

開 会 式 ・ オ ー プ ニ ン グ フ ェ ス テ ィ バ ル 部 副 部 長

農林水産部長

農林水産部次長

く ら し ミ ュ ー ジ ア ム 部 長

く ら し ミ ュ ー ジ ア ム 部 副 部 長

商工労働観光部長

商工労働観光部次長

オ ペ ラ 部 長

オ ペ ラ 部 副 部 長

教育庁理事

教育次長

閉 会 式 ・ グ ラ ン ド フ ィ ナ ー レ 部 長

閉 会 式 ・ グ ラ ン ド フ ィ ナ ー レ 部 副 部 長

職　　　　　　　　　　　　　　　　名役　　　職　　　名部　名

文化環境部文化振興課長

文化環境部文化振興課副主幹

総 務 ・ 事 業 調 整 班 長

総 務 ・ 事 業 調 整 班 副 班 長事　

業　

調　

整　

部

文化環境部学事振興課長

文化環境部環境保護課課長補佐

接 遇 班 長

接 遇 班 副 班 長

総務部危機管理室食品安全対策課長

健康福祉部保健薬務課課長補佐

食 品 環 境 衛 生 班 長

食 品 環 境 衛 生 班 副 班 長

総務部総務課長広 報 記 録 班 長

文化環境部環境企画課長

総務部税政課課長補佐

総務部危機管理室生活安全調整課副主幹

国 際 交 流 班 長

国 際 交 流 班 副 班 長

国 際 交 流 班 副 班 長

　
　

総　

合　

案

商工労働観光部観光振興課長

商工労働観光部雇用労政課課長補佐

山 形 駅 総 合 案 内 所 班 長

山 形 駅 総 合 案 内 所 班 副 班 長
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山形空港事務所長山 形 空 港 総 合 案 内 所 班 長
　

内　

部　 庄内総合支庁建設部庄内空港事務所長庄 内 空 港 総 合 案 内 所 班 長

土木部管理課長

土木部管理課副主幹

総 務 班 長

総 務 班 副 班 長

オ
ー
プ
ニ
ン
グ
パ
レ
ー
ド
部

議会事務局議事調査課長

議会事務局総務課副主幹

接 遇 班 長

接 遇 班 副 班 長

企業局電気課長

企業局水道課課長補佐

出 演 団 体 班 長

出 演 団 体 班 副 班 長

土木部河川砂防課長

土木部交通基盤課課長補佐

会 場 整 理 Ⅰ 班 長

会 場 整 理 Ⅰ 班 副 班 長

土木部建設業調整室建設業調整主幹

土木部建築住宅課課長補佐

会 場 整 理 Ⅱ 班 長

会 場 整 理 Ⅱ 班 副 班 長

土木部都市計画課長

村山総合支庁建設部建設総務課課長補佐

輸 送 班 長

輸 送 班 副 班 長

健康福祉部健康福祉企画課長

健康福祉部健康福祉企画課副主幹

総 務 班 長

総 務 班 副 班 長

開
会
式
・
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
部

健康福祉部障害福祉課長

総務部財政課副主幹

接 遇 班 長

接 遇 班 副 班 長

健康福祉部長寿社会課長

健康福祉部児童家庭課課長補佐

受 付 案 内 班 長

受 付 案 内 班 副 班 長

文化環境部環境整備課長

総務部人事課副主幹

出 演 団 体 班 長

出 演 団 体 班 副 班 長

企業局総務課長

企業局企画調整課課長補佐

会 場 整 理 Ⅰ 班 長

会 場 整 理 Ⅰ 班 副 班 長

総務部市町村課長

総務部総合政策室政策企画課副主幹

会 場 整 理 Ⅱ 班 長

会 場 整 理 Ⅱ 班 副 班 長

総務部職員厚生課長

村山総合支庁総務企画部総務課副主幹

会 場 管 理 班 長

会 場 管 理 班 副 班 長

病院事業局県立病院課長

村山総合支庁保健福祉環境部福祉課課長補佐

輸 送 班 長

輸 送 班 副 班 長

農林水産部農政企画課長

農林水産部農政企画課副主幹

総 務 班 長

総 務 班 副 班 長

く
ら
し
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
部

農林水産部農業技術課長

総務部管財課課長補佐

事 業 運 営 Ⅰ 班 長

事 業 運 営 Ⅰ 班 副 班 長

出納局総務課長

出納局総務課副主幹

事 業 運 営 Ⅱ 班 長

事 業 運 営 Ⅱ 班 副 班 長

総務部新行財政システム推進課長

農林水産部森林課課長補佐

事 業 運 営 Ⅲ 班 長

事 業 運 営 Ⅲ 班 副 班 長

農林水産部生産流通課長

出納局経理課課長補佐

事 業 運 営 Ⅳ 班 長

事 業 運 営 Ⅳ 班 副 班 長

農林水産部農村計画課長

総務部危機管理室消防防災課課長補佐

シ ャ ト ル バ ス ・ 駐 車 場 班 長

シャトルバス・駐車場班副班長

総務部総合政策室情報企画課長

総務部総合政策室統計企画課課長補佐

会 場 管 理 班 長

会 場 管 理 班 副 班 長

商工労働観光部産業政策課長

商工労働観光部産業政策課副主幹

総 務 班 長

総 務 班 副 班 長

　
　

オ
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商工労働観光部工業振興課長

地方労働委員会事務局審査調整課副主幹

受 付 案 内 班 長

受 付 案 内 班 副 班 長

ペ　

ラ　

部　
商工労働観光部商業振興課長

村山総合支庁産業経済部産業経済総務課課長補佐

事 業 運 営 班 長

事 業 運 営 班 副 班 長

教育庁総務課長

教育庁総務課副主幹

総 務 班 長

総 務 班 副 班 長閉
会
式
・
グ
ラ
ン
ド
フ
ィ
ナ
ー
レ
部

教育庁義務教育課長

教育庁福利課課長補佐

接 遇 班 長

接 遇 班 副 班 長

教育庁社会教育課長

人事委員会事務局職員課副主幹

受 付 案 内 班 長

受 付 案 内 班 副 班 長

監査委員事務局監査第一課長

監査委員事務局監査第二課課長補佐

出 演 団 体 班 長

出 演 団 体 班 副 班 長

教育庁スポーツ保健課長会 場 整 理 班 長

教育庁高校教育課長会 場 管 理 班 長
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